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１ 総論 

（１） 目的 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１ 

項に基づき、本市における生活排水処理を適正に行うために、四條畷市環境基本計画や四 

條畷市公共下水道整備計画との整合を考慮しつつ、生活排水処理の基本的な方針を定めるも 

のである。 

 

（２） 計画区域 

計画区域は、四條畷市全域とする。 

 

（３） 計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間とする。 

 

２ 処理形態別人口 

処理形態別人口は以下のとおりである。 

（単位：人） 

 平成２８年度 
（実績） 

令和５年度 
（実績） 

令和６年度 
（実績） 

令和９年度 
（目標） 

総人口（人） ５５，９３７ ５４，１３１ ５３，６７５ ５１，５７１ 

 
水洗化・生活排水処理人口 ５５，１５２ ５３，６４１ ５３，６６６ ５１，５７１ 

 
合併処理浄化槽 

（浄化槽市町村整備推進事業） 
０ ０ ０ ０ 

合併処理浄化槽 

（浄化槽市町村整備推進事業以外） 
１００ ９８ ９８ １０１ 

公共下水道 ５５，０５２ ５３，５４３ ５３，５６８ ５１，４７０ 

水洗化・生活排水未処理人口 

（単独処理浄化槽） 
５４０ ３９９ ３８９ ０ 

非水洗化人口 ２４５ ９１ ９８ ０ 

生活排水適正処理率 ９８．６％ ９９．１％ ９９．２％ １００．０％ 

（注）四條畷市生活排水基本計画＝平成２８年度策定 

   中間見直し＝令和４年度 

   目標年度＝令和９年度 
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３ 処理主体 

生活排水の処理主体は以下のとおりである。 

処理施設 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿及び生活雑排水 東部流域下水道事務所 

合併浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人等 

単独浄化槽 し尿 個人等 

し尿等希釈処理施設 

（環境センター） 
し尿及び浄化槽汚泥 四條畷市 

 

４ し尿等の収集・運搬の状況  

し尿の収集・運搬は委託業者１社で行い、浄化槽の清掃及び汚泥の収集・運搬は許可業者１３

社が実施する。 

 

５ し尿等の処理の内訳 

本市内で収集したし尿等の処理量は以下のとおりである。           

（単位：㎘） 

年度 し尿(仮設トイレ含む) 浄化槽汚泥 

令和３（２０２１）年度 ３４０ ６８５ 

令和４（２０２２）年度 ３０８ ８２４ 

令和５（２０２３）年度 ３１０ ７１０ 

令和６（２０２４）年度 ３０６ ６８８ 

令和７（２０２５）年度（見込） ２８６ ７０５ 

 

６ し尿等の処理状況 

本市内で収集したし尿等の処理は四條畷市立環境センター（以下「市立環境センター」とする）

で河川水を利用して１９倍に希釈したのち、公共下水道に放流（希釈処理）する。施設の老朽化

に伴い平成２７年度から平成３０年度にかけて改修工事を実施した。 

また、令和元年度から令和１０年度まで、し尿等の共同処理を目的に門真市と協定を締結し、

し尿等の受入を行っている。受入量は年々減少しており、令和６年度ではし尿は１，５９１㎘、

浄化槽汚泥は３，７５９㎘となった。市立環境センターの概要は以下のとおりである。 

施設敷地面積 約９，７００㎡（修景施設を含む） 

稼働開始 平成１３年度 

計画処理量 
１５．０㎘/日（改修前） 

２８．５kℓ/日（改修後） 

処理方法 下水道希釈放流 
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７ その他 

 生活排水対策は、地域住民と行政が一体となって実践していかなければ効果が期待できない。 

 各家庭において、調理くずや廃食用油を流さないなど、発生源対策や公共下水道が整備されて

いない地域における合併浄化槽への転換の啓発などを行う。 

 浄化槽の適正管理については、浄化槽が本来の性能を発揮し、生活排水を適正に処理すること

ができるよう、浄化槽管理者に対し、定期的な保守点検、年１回以上の清掃、年１回の定期検査

の啓発を実施する。 

 公共下水道は整備されているが未接続の世帯には公共下水道に接続いただくように各課連携し

普及を促進する。 


